
 
 
 
 
 
 
 
 

最低賃金制度とは？  

タクシー、トラック運転者の最低賃金について 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はそ

の金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは

法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 

したがって、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、

使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。 

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則（50 万円以下の

罰金）が定められています。 

 
 
 

タクシー、トラック運転者に適用される最低賃金額について

 タクシー、トラック運転者の賃金制度が、オール歩合給の場合であっても、固定給

と歩合給とが併給される場合であっても、給与額を１時間当たりに換算した金額が、

都道府県ごとに定められた地域別最低賃金額未満となったときは、最低賃金法違反と

なります（地域別最低賃金は毎年見直されますのでご注意ください。）。 

 鳥取県最低賃金（地域別最低賃金）は、 

  平成２５年１０月２５日から 1 時間６６４円 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。 

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ② 臨時に支払われる賃金 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金 ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金 

 「鳥取県最低賃金」は、業種や規模及び常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託な

どの雇用形態や呼称にかかわらず、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者とその使

用者に適用されます。 

地域別最低賃金のほかに、特定の業種の事業所で働く労働者とその使用者に適用される特定（産

業別）最低賃金が定められています。 
鳥取県では、「鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金」、「鳥取県各種商品小売業最低賃金」があります。 
なお、特定（産業別）最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則（30

万円以下の罰金）が定められています。 
これらの最低賃金額などは賃金室、最寄りの監督署にお問い合わせください。 
また、鳥取労働局ホームページからでも確認できます。 

 
 

   



   

 
 
 
実際の賃金と最低賃金との比較方法 

 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象

となる賃金と適用される最低賃金を以下の方法で比較します。 

【最低賃金の計算方法】  

① 時間給の場合 

時間給≧最低賃金額（時間額）

 
 
 

② 日給の場合 

日給÷1 日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 

 
 
 

③ 週給、月給等の場合 

賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金（時間額）と比較します。 
 
 
 

④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間

において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金

額≧最低賃金（時間額） 

 
 
 
 
 

⑤ 上の①から④が混合している場合 

例えば基本給が日給制で各手当（職務手当等）が月給制などのように混合してい

る場合は、それぞれ上の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃

金額（時間額）と比較します。 

 
 
 
 

以下、例を挙げて説明します。（鳥取県最低賃金額は６６４円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月給制の場合の換算方法（月によって所定労働時間数が異なる場合） 

 ある月の労働時間が以下のように仮定して、説明します。 

【時間当たりの賃金額の算出】 

月給額 ÷１か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額（時間

額） 

１１５，０００円 ÷（（２４５日×８時間）÷１２か月）

＝７０４円８銭 

 この金額（７０４円８銭）が換算された時間額に当たります。  

【最低賃金額との比較】 

 この時間額を最低賃金額と比較すると、 

７０４円８銭＞6６４円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を上回っていますので、最低賃金法には抵触しません。 

月給 １１５，０００円 

年間労働日数 ２４５日 

労働時間／日 ８時間 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

オール歩合給の場合 

 ある月の労働時間が以下のように仮定して、説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

歩合給 124,000 円 

（所定 170 時間＋時間外 30 時間） 

② 

総支給額…………１30,975 円 

 歩合給 ……………124,000 円 

 時間外割増賃金 ………4,650 円 

（124,000 円÷200 時間×0.25※×30 時間）

 深夜割増賃金 …………2,325 円 

（124,000 円÷200 時間×0.25×15 時間） 

月間総労働時間………………200 時間

 所定労働時間 ……………170 時間

 （1 年間における 1 カ月平均所定労働時間数）

 時間外労働時間 ……………３0 時間

 深夜労働時間 ………………15 時間

割増賃金 6,975 円 

時間外割増 30 時間×0.25※

＋ 

深夜割増 15 時間×0.25 

 

 

 

 

 

 

【時間当たりの賃金額の算出】 

 ①の部分の時間当たりの賃金を、所定労働時間に関係なく、歩合給を得るために働

いた月間総労働時間をもとに時間あたりの賃金額を算出します。 

 なお、歩合給とは別に時間外（30 時間分）及び深夜（15 時間分）の割増賃金の

支払（上記図における②に相当する部分）が必要ですが、時間当たりの賃金額の算出

にあたっては、これら割増賃金は算入しません。 

124,000 円÷200 時間＝620 円 

 この金額（620 円）が換算された時間額に当たります。  

【最低賃金額との比較】 

 この時間額を最低賃金額と比較すると、 

620 円＜6６４円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を下回るので、最低賃金法違反となり、最低賃金額に達するまで

の賃金の差額及びその差額に対する割増賃金を支払う必要があります。 

割増賃金は、歩合給を月間総労働時間で割って算出した基礎賃金額をもとに計算し

ます。また、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち１．０に該当する部分

は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められているため、割増率は 0.25 以上

となります。 

※ 時間外労働の割増賃金は月 60 時間を超えた労働時間については 5 割増以上です。

（ただし、中小事業主については、当分の間適用が猶予されています。） 

※なお、歩合給の中に時間外及び深夜の割増賃金を含めている事業場（上図において①と②を合わ

せたものが歩合給となっているところ）も一部見受けられるようですが、このような賃金の支払方

法は、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が不明確であり、割増賃金を計算する上での通常

の賃金が明らかでないので、適切とはいえないものです。

 したがって、このような賃金の支払方法を採用している事業場においては、まずは、歩合給相当

部分と割増賃金相当部分を就業規則等において明らかにし、その上で、上記例に従って計算し、最

低賃金額と比較して下さい。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固定給と歩合給が併給される場合 

 ある月の労働時間が以下のように仮定して、説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定給 85,000 円 

（所定 170 時間） 

総支給額…………１４9,988 円 

 固定給……………85,000 円（ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。） 

 歩合給 ……………42,000 円 

 割増賃金 …………22,988 円 

 固定給に対する時間外割増賃金…18,750 円（85,000 円÷170 時間×1.25※×30 時間）

 固定給に対する深夜割増賃金 ……1,875 円（85,000 円÷170 時間×0.25×15 時間）

 歩合給に対する時間外割増賃金 …1,575 円（42,000 円÷200 時間×0.25※×30 時間）

 歩合給に対する深夜割増賃金 ………788 円（42,000 円÷200 時間×0.25×15 時間）

月間総労働時間………………200 時間 

 所定労働時間 ………………170 時間  時間外労働時間 ………３0 時間 

 （1 年間における 1 カ月平均所定労働時間数） 深夜労働時間 …………15 時間 

固定給の割増賃金 20,625 円 

時間外割増 30 時間×1.25※

＋ 

深夜割増 15 時間×0.25 
  

歩合給 42,000 円 

（所定 170 時間＋時間外 30 時間） 

歩合給の割増賃金 2,363 円 

時間外割増 30 時間×0.25※

＋ 

深夜割増 15 時間×0.25 

【時間当たりの賃金額の算出】 

固定給と歩合給が併給されている場合は、それぞれ時間当たりの賃金額を算出し、

これらを合算したものが時間当たりの賃金額となります。 

○固定給部分について………………………85,000 円÷170 時間＝500 円 

○歩合給部分について………………………42,000 円÷200 時間＝210 円 

固定給と歩合給の時間当たりの合算額…………500 円＋210 円＝710 円 

この金額（710 円）が換算された時間額に当たります。  

【最低賃金額との比較】 

この時間額を最低賃金額と比較すると、 

710 円＞6６４円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を上回っていますので、最低賃金法には抵触しません。 

 
 
 
 

   
（Ｈ25.10）

問合せ先 鳥取労働局労働基準部賃金室 
               （℡０８５７－２９－１７０５、FAX０８５７－２３－２４２３）

 鳥取労働基準監督署（℡０８５７－２４－３２１１、FAX０８５７－２４－３２１３）

 米子労働基準監督署（℡０８５９－３４－２２３１、FAX０８５９－３４－２２３３）

 倉吉労働基準監督署（℡０８５８－２２－６２７４、FAX０８５８－２２－６２７５）

鳥取労働局ホームページ http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 


